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②’ 第
一

一

第
二
十
九
条
検
察
庁
の
職
員
は
、
他
の
検
察
庁
の
職
員
と
各
自

の
取
り
扱
う
べ
き
事
務
に
つ
い
て
互
い
に
必
要
な
補
助
を
す
る

○

第
一

一

一

第
三
十
一
条附

則

Ｉ
第
一
条
（
略
）

へ

削

る

へ

命
さ
れ
る
も
の
と
す
る

す
る
。

き
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
に
、
検
事
に
任

則
第
三
条
及
び
第
四
条
の

十
二
年
法
律
第
百
二
十
号

検
察
官
の
職
務
と
責
任
の

を
定
め
た
も
の
と
す
る
。

十
条
ま
で
及
び
第

削

る 次
長
検
事
及
び
検
事
長
は
、
年
齢

十十
条

… 一
一

…

条
検
察
官

へ

略
…

一
一

十
0

は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た

二
条
の
規

号
）の
特

か
ら
第
二
十
五

定
は
、
国
家
公

第
十
五
条
、
第
十
八
条
か
ら
第

附
則
第

殊
性
に

が
六
十

基 四
条づ
い
て

一
一
一の務条
年
に
達
し
た
と

ま
で
並
び
に
附

員
法
（
昭
和
二

規
定
に
よ
り
、

、
同
法
の
特
例

退時

官に一
一

第
二
十
二
条
検
事
総
長
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に

１
割
渕
削
畑
伽
渦
Ⅷ
調
旬
剛
圏
制
銅
洲
刮
到
判
ヨ
荊
口
閏
刊
剃
創
湖
伺
退
官

第第
三
十
一
条
検
察
庁
の
職
員
は
、

の
取
り
扱
う
べ
き
事
務
に
つ
い
て

０

第
三
十
二
条

定
め
る
。

第
三
十
二
条

第
三
十
三
条
こ
の
法
律
は
、
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
か
ら
、

れ
を
施
行
す
る
。

第
す
る
。

（
新
設
）

十
条

十
二
年
法
律
第
百
二
十

検
察
官
の
職
務
と
責
任

を
定
め
た
も
の
と
す
る

一
一院

検
事
の
し
た
事
件
の
受
理
そ
の
他
の
行
為
は
、

一
一
一

十
九
条
及
び
第
三
十
条

十
四
条

附
則 の

二
こ
の

及
び
第
二
十

検
察
庁
の
事
務
章
程
は
、
法
務
大
臣
が
、

こ
の
法
律
施
行
前
、
従
前
の
検
事
総
長
又
は
大
審

法
律
二
条
の
規

口
方
）
の
特

○

’
削
除

乃
至
第
二
十
五

定
は
、
国
家
公

第
十
五
条
、
第
十
八
条
乃
至
第
二

附
則
第

殊
性
に 他

の
検
察
庁
の
職
員
と
各
自

ｌ
互
に
必
要
な
補
助
を
す
る

基
い
て

十
三
条
の務条

員
法
（
昭
和
二

規
定
に
よ
り
、

、
同
法
の
特
例

一
」

れ
を
検
事

〉
」

れ
を一

一

2



’
第
二
条
（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

第
三
十
六
条
法
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
検
察
官
が
足
り
な
い

た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
区
検
察
庁
の
検
察
事
務
官
に
そ

の
庁
の
検
察
官
の
事
務
を
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
七
条

②’
総
長
又
は
最
高
検
察
庁
の
検
事
の
し
た
事
件
の
受
理
そ
の
他
の

件
の
送
致
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

樹
割
１
Ｊ
樹
割
引
叫
列
刷
期
判
荊
倒
閣
奈
庁
の
検
事
に
あ
て
て
さ
れ
た
事

謂
‐
者
は
、
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

籠臓
す
る
○

１
剃
渕
凹
賀
裕
涕
眉
ぽ
た
時
に
司
法
修
習
生
の
修
習
を
終
え
た
も
の

す
る
者
で
弁
護
士
の
在
職
年
数
が
こ
の
法
律
施
行
後
に
お
い
て

１

ｌ

Ｉ

ｌ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

ｌ

１

１

ｌ

ｌ

ｌ

と

み

な

す

。

こ

の

法

律

施

行

の

際

現

に

弁

護

士

た

る

資

格

を

有

ト

ー

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

１

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

実

務

修

習

を

終

え

考

試

を

経

た

者

又

は

こ

の

法

律

施

行

の

際

現

Ｊ三年に達する者についてその三年に達した時も同様と

密
画
・
Ｉ
ギ
ナ
ー
ー
ヨ

受｜出；

裁
判
所
構
成
法
に
よ
る
検
事
た
る
資
格
を
有
す
る

職
〃
岫
陛
伍
信
ｕ
蚤

&|：
手
玉
一
又
剴

牛
一
ハ
諾
宣
円

3



へ

削

る
…

（
削
る
）

’③
弁
護
士
た
る
資
格
を
有
す
る
者
が
、
朝
鮮
弁
護
士
令
（
昭
和

第
三
十
八
条
裁
判
所
構
成
法
に
よ
る
検
事
若
し
く
は
判
事
の
在

第
三
十
八
条
の
二
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
が
、
琉
球

考
試
を
経
た
時
に
司
法
修
習
生
の
修
習
を
終
え
た
も
の
と
み
な

Ｉ
す
。在

っ
た
と
き
は
、
第
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
外

）
に
よ
る
弁
護
士
（
以
下
外
地
弁
護
士
と
称
す
る
。
）
の
職
に

十
一
年
制
令
第
四
号
）
、
台
湾
弁
護
士
令
（
昭
和
十
年
律
令
第

え
考
試
を
経
た
も
の
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

南
洋
庁
判
事
の
在
職
は
、
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の

修
習
生
の
修
習
を
終
え
た
も
の
と
み
な
す
。

試
を
経
た
も
の
は
、
そ
の
考
試
を
経
た
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
司
法

弁
護
士
及
び
弁
護
士
の
在
職
の
年
数
が
通
じ
て
三
年
以
上
に
な

地
弁
護
士
の
在
職
の
年
数
が
三
年
以
上
に
な
る
も
の
又
は
外
地

七
号
）
又
は
関
東
州
弁
護
士
令
（
昭
和
十
一
年
勅
令
第
十
六
号

職
又
は
同
法
に
よ
る
検
事
た
る
資
格
を
有
す
る
者
の
司
法
省
各

弁
護
士
試
補
と
し
て
一
年
六
箇
月
以
上
の
実
務
修
習
を
終
え
考

に
弁
護
士
試
補
た
る
者
で
一
年
六
箇
月
以
上
の
実
務
修
習
を
終

適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
二
級
の
検
事
の
在
職
と
み
な
す
。

、
少
年
審
判
官
、
領
事
官
、
朝
鮮
総
督
府
検
事
、
朝
鮮
総
督
府

諸
島
及
び
大
東
諸
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と

関
東
法
院
検
察
官
、
関
東
法
院
判
官
、
南
洋
庁
検
事
若
し
く
は

判
事
、
台
湾
総
督
府
法
院
検
察
官
、
台
湾
総
督
府
法
院
判
官
、

局
長
、
司
法
省
調
査
部
長
、
司
法
省
調
査
官
、
司
法
書
記
官
、

る
も
の
は
、
そ
の
三
年
に
達
し
た
時
、
朝
鮮
弁
護
士
令
に
よ
る

司
法
研
究
所
指
導
官
、
司
法
研
究
所
事
務
官
、
司
法
省
参
事
官

の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
前
に
沖
縄
に
適
用
さ
れ
て
い
た
法
令

（
以
下
「
沖
縄
法
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
察
官
、

4



（
削
る
）

（
削
る
）

21

IIr||II
第
三
十
九
条
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
中
二
級
官
吏
と
あ
る
の

第
三
十
九
条
の
二
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
琉
球
政
府
又
は
市 川II

Ⅱ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

１

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

Ｉ

１

ｌ

ｌ

１

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

修

習

課

程

を

終

え

た

後

の

在

職

の

年

数

、

弁

護

士

と

な

る

資

格I
あ
づ
た
年
数
と
み
な
す
。

|I
、
裁
判
所
調
査
官
に
つ
い
て
は
、
司
法
修
習
生
の
修
習
と
同
一

数
に
限
る
。

あ
る
の
は
、
勅
任
文
官
を
含
む
も
の
と
す
る
。

は
、
奏
任
文
官
を
、
第
十
九
条
第
一
項
第
四
号
中
一
級
官
吏
と

当
皇
尤
奉
旧
多
才
｝
垣

5



■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

‐

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

ｌ

Ⅱ

１

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

０

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

１

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

第

三

条

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

令

和

五

年

三

月

三

十

一

日

ま

Ｉ
第
四
条

（
削
る
）

へ

削

る
ー

（
削
る
）

1I|
は
、

で

の

間

に

お

け

る

第

二

十

二

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

‐
の
他
の
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
四
年
」
と
す
る
。

「
検
事
総
長
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に
、
そ

法
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
検
察
官
（
検
事
総
長
を
除

第
四
十
条

第
四
十
一
条

第
四
十
二
条

（
新
設
）

（
新
設
）

｡’す
る
0

|I
Ｊ

１

■

１

ｌ

ｌ

ｌ

１

ｌ

ｊ

ｌ

Ｉ

Ｉ

１

４

Ⅱ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

１

ｌ

ｌ

Ｉ

１

ｌ

ｌ

事

又

は

地

方

裁

判

所

検

事

若

し

く

は

区

裁

判

所

検

事

の

職

に

在I
重’

I
ｌ

ｌ

ｌ

ｑ

１

ｌ

ｌ

ｊ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

１

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

法

律

中

「

検

事

」

を

「

検

察

官

」

に

、

「

管

轄

裁

判

所

ノ

検

事

せ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

壱
に
乱

×
１
「
ｌ
ノ
テ
《
辱
「

岸
一
丁
▽
〈
日
日

こ
の
法
律
施
行
の
際
奏
任
の
検
事
で
現
に
控
訴
院
検

政
令
で
特
別
の
定
を
し
た
場
合
を
除
い
て
、
他
の

１

１

こ

の

法

律

施

行

の

際

現

に

書

記

長

若

し

く

は

裁

判

7)I"

6



げ
に
伴
う
当
分
の
間
の
措
置
と
し
て
講
じ
ら
れ
る
検
察
官
の
俸

定
め
る
準
則
に
従
っ
て
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す

定
め
る
準
則
で
定
め
る
検
察
官
に
あ
っ
て
は
、
当
該
準
則
で
定

基
本
額
を
当
該
検
察
官
が
当
該
退
職
を
し
た
日
に
定
年
に
よ
り

非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
退
職
し
た
場
合
に
お
け
る
退
職
手
当
の

法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
附
則
第
十
九
項
か

給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附

齢
六
十
三
年
に
達
す
る
日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
、
給
与
及

ら
第
二
十
二
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
当
該
検
察
官
が
年
齢
六
十

則
第
五
条
及
び
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
年
齢
六
十
三
年

年
度
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
意
思

提
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
同
日
の
翌
日
以
後
に
お
け

退
職
を
し
た
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
け
る
額
と
同
額
と
す

三
年
に
達
し
た
日
か
ら
定
年
に
達
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に

下
げ
る
給
与
に
関
す
る
特
例
措
置
及
び
国
家
公
務
員
退
職
手
当

め
る
期
間
）
に
お
い
て
、
当
該
検
察
官
に
対
し
、
法
務
大
臣
が

び
退
職
手
当
に
関
す
る
措
置
の
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
を

に
達
し
た
日
の
翌
日
以
後
の
当
該
検
察
官
の
俸
給
月
額
を
引
き

る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第

る
退
職
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
そ
の
他
の
当
該
検
察
官
が
年

る
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
検
察
官
と
し
て
法
務
大
臣
が

号
）
に
よ
る
定
年
の
引
上

１
ｊ
ｒ
ｊ
Ｉ
０
１
Ｉ
７

7



○
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
（
第
五
条
関
係
）

ｌ
ト
ト
胸

串
｝
弟
閂

律
の
規
定
は
、
匡
家
公
務
昌

十
号
）
の
い
か
な
る
条
項
か

又
改
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
で

ご
ｒ
Ⅱ
Ⅱ

ノ
エ
巾

’’’
○

の
法
律
の
規
定
は
、
匡
家
公
謹

の
如
何
な
る
条
瑁

し
、
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の

栄
官
の
俸
給
等
の
応
急
的
措
置
に
亜

十
生
串
盗
王
へ
十
六
号
）
は
、
こ
れ
１

串
の
俸
給
月
讓
は
、
特
別
の
も
の
に
限

宋
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
六
十
三
万

Ｆ
ｊ

ヨlF

十
一
日

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

:|隼
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’
第
四
条

床
五
条
桧
事
及
Ｕ
ヨ
緒
… （

略
）

州
月
穰
は
、

胄
口
の
翌
円

副0

第
十
条
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
号
）
附
則
第
一
条
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
検
察
官
に
対
す
る
俸
給
の
支

給
に
当
た
っ
て
は
、
俸
給
月
額
（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
八

号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
俸
給
を
含
む
。
）
か
ら
、
当

該
俸
給
月
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
察
官
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
減

ず
る
。
一
検
事
総
長
百
分
の
二
十

二
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
百
分
の
十
五

三
次
長
検
事
及
び
そ
の
他
の
検
事
長
百
分
の
十

四
一
号
か
ら
十
四
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
前
条

に
定
め
る
俸
給
月
額
の
俸
給
又
は
一
号
か
ら
九
号
ま
で
の
俸

給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
九
。
七
七

五
十
五
号
か
ら
二
十
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
十

号
か
ら
十
六
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
七

・
七
七

六
十
七
号
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
四
。
七
七

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
俸
給
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ
と

と
さ
れ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
に
一
円
未

満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す

プ
（
》
０

３
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
新
設
）
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２
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
検
事
に
任
命

第
六
条

３
前
項
の
準
則
で
定
め
る
者
で
あ
っ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る

俸
給
を
支
給
さ
れ
る
者
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
者
に
は
、
当
分
の
間
、
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
の
ほ

か
、
準
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て

生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）

乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た

と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を

さ
れ
た
者
（
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準
則
（
次
項
に
お
い

と
す
る
。

り
そ
の
者
が
受
け
る
号
に
応
じ
た
俸
給
月
額
に
百
分
の
七
十
を

捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ

該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り

ほ
か
、
そ
の
者
の
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
に
そ
の
者
が

受
け
て
い
た
俸
給
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当

て
単
に
「
準
則
」
と
い
う
）
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
に
は

、
当
分
の
間
、
特
定
日
以
後
、
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
の

支
給
す
る
。

を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
と
特
定
日
に
そ
の
者

算
出
し
た
額
を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

条
第
一
項
」
と
、

の
受
け
る
俸
給
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
俸
給
と
し
て

降
給
及
び
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
五

る
検
察
庁
法
第
二
十
五
条
及
び
国
家
公
務
員
法
第
八
十
九
条
第

一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
検
察
庁
法
第
二
十
五
条
中

「
特
定
日
」
と
い
う
。
）
以
後
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

「
前
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
三
条
又
は
検
察
官
の
俸
給
等
に

前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
検
察
官
に
対
す

同
項
中
「
伴
う
降
給
」
と
あ
る
の
は
「
伴
う

（
新
設
）
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暎喉

察の

官族
の 定
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I

宋
兀
一

に
よ
る
降
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の
規
定
に
よ

て
、
司
法
の

」
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○
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
（
附
則
第
十
九
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

12

1
51

|Ii I
附
則

改
正
案

附
則

（
新
設
）

（
新
設
）

現
行



○
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
（
附
則
第
三
十
条
関
係
）

（
適
性
評
価
に
関
す
る
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
の
制
限
）
（
適
性
評
価
に
関
す
る
個
人
情
報
の
和
用
及
び
提
供
の
調
賑
）

十
六
条
行
政
機
関
の
長
及
び
警
察
本
部
長
は
、
特
定
秘
密
の
第
十
六
条
行
政
機
関
の
長
及
び
警
察
本
部
長
は
、
特
定
秘
密
の

保
護
以
外
の
目
的
の
た
め
に
、
評
価
対
象
者
が
第
十
二
条
第
三
保
護
以
外
の
目
的
の
た
め
に
、
評
価
対
象
者
が
第
十
二
条
第
三

項
（
前
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
項
（
前
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
同
意
を
し
な
か
つ
た
こ
と
、
評
価
対
象
者
に
つ
い
て
む
。
）
の
同
意
を
し
な
か
っ
た
こ
と
、
評
価
対
象
者
に
つ
い
て

の
適
性
評
価
の
結
果
そ
の
他
適
性
評
価
の
実
施
に
当
た
っ
て
取
の
適
性
評
価
の
結
果
そ
の
他
適
性
評
価
の
実
施
に
当
た
っ
て
取

得
す
る
個
人
情
報
（
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
得
す
る
個
人
情
報
（
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て

、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等

に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他
の
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他
の

情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
ら
利
用
し
、
又
は
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
ら
利
用
し
、
又
は

提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
適
性
評
価
の
実
施
に
よ
っ
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
適
性
評
価
の
実
施
に
よ
っ

て
、
当
該
個
人
情
報
に
係
る
特
定
の
個
人
が
国
家
公
務
員
法
（
て
、
当
該
個
人
情
報
に
係
る
特
定
の
個
人
が
国
家
公
務
員
法
（

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
三
十
八
条
各
号
、
同
法
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
三
十
八
条
各
号
、
同
法

第
七
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
事
院
規
則
で
定
め
る
事
由
第
七
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
事
院
規
則
の
定
め
る
事
由

、
同
法
第
七
十
八
条
各
号
、
第
七
十
九
条
各
号
若
し
く
は
第
八
、
同
法
第
七
十
八
条
各
号
、
第
七
十
九
条
各
号
若
し
く
は
第
八

十
二
条
第
一
項
各
号
、
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
二
条
第
一
項
各
号
、
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六

十
一
号
）
第
二
十
条
第
一
項
各
号
、
外
務
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
一
号
）
第
二
十
条
各
号
、
外
務
公
務
員
法
（
昭
和
二

十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
、
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
、

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
各
号
、
第
四
十
二
条
各
号
、
第
四
十
三
条
各
号
若
し
条
第
一
項
各
号
、
第
四
十
二
条
各
号
、
第
四
十
三
条
各
号
若
し

く
は
第
四
十
六
条
第
一
項
各
号
、
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に
く
は
第
四
十
六
条
第
一
項
各
号
、
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
場
合
若
し
く
は
同
条
第
二
項
各
号
若
し
く
は
第
三
項
規
定
す
る
場
合
若
し
く
は
同
条
第
二
項
各
号
若
し
く
は
第
三
項

各
号
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
各
号
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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六
十
一
号
）
第
十
六
条
各
号
、
第
二
十
八
条
第
一
項
各
号
若
し

く
は
第
二
項
各
号
若
し
く
は
第
二
十
九
条
第
一
項
各
号
又
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
由
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
疑
い
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
（
略
）

六
十
一
号
）
第
十
六
条
各
号
、
第
二
十
八
条
第
一
項
各
号
若
し

く
は
第
二
項
各
号
若
し
く
は
第
二
十
九
条
第
一
項
各
号
又
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
由
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
疑
い
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
（
略
）
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○
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
八
号
）
（
附
則
第
Ａ
条
関
係
）

Ｉ
頂

（
経
過
措
置
）

一
条
一
部
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
検
察
官
で
あ
る
者
笛

Ｌ
、
そ
の
受
け
る
俸
給
月
額
が
同
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
俸

和
月
額
（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

り
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
号
）
の
施
行
の
日
に
お

い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
察
官
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当

畝
俸
給
月
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と

し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切

鑪
茶
駿
思
甑
廷
悪
罐
際
、
「
羅
讓
麿

午
三
月
三
十
一
↓
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
そ
の
受
け
る
俸
給
月

韻
が
基
準
額
に
鄙
す
る
ま
で
の
間
（
検
事
総
長
及
び
東
京
高
等

梗
察
庁
検
事
長
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
）
、
俸
給
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額

を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

一
検
事
総
長
、
次
長
検
事
、
検
事
長
、
検
察
官
の
俸
給
等
に

関
す
る
法
律
別
表
検
事
の
項
一
号
か
ら
八
号
ま
で
の
俸
給
月

額
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
定
め
る

俸
給
月
額
の
俸
給
又
は
同
表
副
検
事
の
項
一
号
若
し
く
は
二

号
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
九
十
八

・
九
四

二
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
別
表
検
事
の
項
九
号
か

ら
十
九
号
ま
で
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
同

表
副
検
事
の
項
三
号
か
ら
十
四
号
ま
で
の
俸
給
月
額
の
俸
給

|」

Ⅱ
項

（
経
過
措
置
）

二
条
一
部
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
検
察
官
で
あ
る
者

ｃ
、
そ
の
受
け
る
俸
給
月
額
が
同
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
俸

柘
月
額
（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

可
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
号
）
の
施
行
の
日
に
お

い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
察
官
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当

畝
俸
給
月
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と

し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切

り
捨
て
た
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
額
」
と

い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
は
、
平
成
二
十
六

牛
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
そ
の
受
け
る
俸
給
月

額
が
基
準
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
（
検
事
総
長
及
び
東
京
高
等

検
察
庁
検
事
長
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
）
、
俸
給
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額

を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

一
検
事
総
長
、
次
長
検
事
、
検
事
長
、
検
察
官
の
俸
給
等
に

関
す
る
法
律
別
表
検
事
の
項
一
号
か
ら
八
号
ま
で
の
俸
給
月

額
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
同
法
荊
刊
劇
呵
１
１
に
定
め
る

俸
給
月
額
の
俸
給
又
は
同
表
副
検
事
の
項
一
号
若
し
く
は
二

号
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
九
十
八

・
九
四

二
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
別
表
検
事
の
項
九
号
か

ら
十
九
号
ま
で
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
同

表
副
検
事
の
項
三
号
か
ら
十
四
号
ま
で
の
俸
給
月
額
の
俸
給

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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（
》
／
ご
ｐ
向
く
〕 を
受
け
る
副
検
事

’

へ

略
…

’

百
分
の
九
十
九

’

Ｐ
一

’

’

、
／
含
ｐ
ハ
ペ
〕 を
受
け
る
副
検
事

’

（
略
）

’

百
分
の
九
十
九
。
一
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○
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
号
）
（
附
則
第
Ｂ
条
関
係
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日

（
公
布
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
）
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
次
条
か
ら
附
則
第
四
条
ま
で

の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
察
官
の
平
均
給
与
額
に
関
す
る
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法

の
適
用
の
特
例
）

第
二
条
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
平

成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
ｌ
に
お
い
て
は
、
国
家

公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）

第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
さ
れ
る
検
察
官
の
平
均

給
与
額
は
、
同
項
及
び
同
項
の
人
事
院
規
則
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
人
事
院
規
則
に
お
い
て
検
察
官
に
対
し
て
現
実
に

支
給
さ
れ
た
給
与
の
額
を
基
礎
と
し
て
計
算
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
場
合
を
除
き
、
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則

第
四
条
第
一
項
及
び
同
法
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨

時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
号
）
第
九

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ

と
と
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
給
与
の
額
を
基
礎
と

し
て
当
該
人
事
院
規
則
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す

う
（
》
○

附

則

改

正

案

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
（
公
布
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
）
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
次
条
か
ら
附
則
第
六
条
ま
で

の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
察
官
の
平
均
給
与
額
に
関
す
る
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法

の
適
用
の
特
例
）

第
二
条
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
平

成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
次
条
及
び
附
則
第
四

条
に
お
い
て
「
特
例
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
国
家

公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）

第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
さ
れ
る
検
察
官
の
平
均

給
与
額
は
、
同
項
及
び
同
項
の
人
事
院
規
則
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
人
事
院
規
則
に
お
い
て
検
察
官
に
対
し
て
現
実
に

支
給
さ
れ
た
給
与
の
額
を
基
礎
と
し
て
計
算
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
場
合
を
除
き
、
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
第
十

条
第
一
項
及
び
同
法
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨

時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
号
）
第
九

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ

と
と
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
給
与
の
額
を
基
礎
と

し
て
当
該
人
事
院
規
則
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す

デ
（
》
０

附

則

現

行 （
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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へ

（
削
る
）

削
る
…

末

を
減
じ
た
額
と
す
る
。
）
」
と
す
る
。

一
第
七
条
第
二
項
及
び
第
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
矩

７
．
Ｌ
串
。

恢
察
官
の
絆Ｉ
目
そ
の
叱
哩
の

可
虎
一
同
船
四

ｌ
］
貝
の

旨'0

叩
一
玉

Ｃ火
幸

｜イ､咲

燕 言10

末 叩
の
一
玉

至|季|のI-F〃）l富自
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｜
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

（
端
数
計
算
）

第
三
条
前
条
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず

る
こ
と
と
さ
れ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
に

一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も

の
と
す
る
。

（
政
令

第
四
条

ｗ
副
二
柔
不

へ
の
委
任
）

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

項
は
、
政
令
で
定
め
る

（
端
数
計
算
）

第
五
条
前
三
条
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず

る
こ
と
と
さ
れ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
に

一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も

の
と
す
る
。

:|袰
令

を
減
じ
た
額
と
す
る
。
）
」
と
す
る
。

が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
額
か
ら
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ

及
び
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用

り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定

り
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ
と
と
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で

へ
の
委
任
）

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
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『

別紙1 検察庁法附則第4条の修正及び経過規定の新設について

○検察庁法附則第4条（修正）

第四条法務大臣は､当分の間、検察官（検事総長を除く。）が年齢六十

三年に達する日の属する年度の前年度（当該前年度に検察官でなかった

よる情報の提供及び意者その他の当該前年度においてこの条の規定に

思の確認を行うことができない検察官として法務大臣が定める準則で

定める検察官にあっては、当該準則で定める期間）において、当該検察

国家公務員法等の一部を改官に対し、法務大臣が定める準則に従って、

正する法律（令和元年法律第 号）による定年の引上げに伴う当分

の間の措置として講じられる検察官の俸給等に関する法律（昭和二十三

年法律第七十六号）附則第五条及び第六条第一項の規定による年齢六十

三年に達した日の翌日以後の当該検察官の俸給月額を引き下げる給与

に閨する特例措置及び国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八に関する特例措置及び国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八

十二号）附則第十九項から第二十二項までの規定による当該検察官が年

齢六十三年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によ

ることなく退職した場合における退職手当の基本額を当該検察官が当

該退職をした日に定年により退職をしたものと仮定した場合におけ＝る

額と同額とする退職手当に関する特例措置その他の当該検察官ｶﾐ年齢

六十三年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する
の
一日同

、
Ｏ

に
る
も
す
と
と
と
の

る
、
も

す
る
と
め
の
努

も
声
つ

る
よ
す
る
供
す
塞
臓
報
を
情
思
な
意
要
の
必
務
の
勤
他
る
の
け
そ
お
容
に
内
後
の
以

籠
評
一

⑨

○国家公務員法等の一部を改正する法律案附則第2条第6項（新設）
矛一一一一＝－－

第二条

2～5

ｊ
ｊ
略
略Ｉ

了日の前日までの間に、施行日から令和四年三月三十施イ6 法務大臣は 、

一日までの間に年齢六十三年に達する検察官（検事総長を除く。）に対

し、新検察庁法附則第四条の規定の例により、同条に規定する給与に関

する特例措置及び退職手当に関する特例措置その他の当該検察官が年
1

1

且職手当に関す合与及ひる日以後に適用される任用、 淵
、
可

や
座
、

］齢六六十三年に達す

る措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日

の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

1

ｰ一一一■一



(1) 概要

ア改正検察庁法附則第4条の修正について

改正検察庁法附貝ﾘ第4条においては、他の一般職の国家公務員に倣い、

法務大臣は、当分の間、検察官（検事総長を除く。）が63歳に達する

日の年度の前年度において、法務大臣が定める準則に従って、当該検察

官が63歳に達する日の翌日以後に適用される任用、給与及び退職手当

に関する規定に係る情報を提供し、同日以後における勤務の意思を把握

するよう努めるものとしている。

他の一般職の国家公務員に対する情報の提供及び意思の確認につい

て定める改正国家公務員法附則第9条については、今般、現行定年の前

年度に情報の提供及び意思の確認ができない職員にあっては、人事院規

則で定める期間において情報の提供等を行うことを明示するなどの修

正がなされたことから、改正検察庁法附則第4条についても、 これに倣

い、修正するもの。

イ国家公務員法等の一部を改正する法律案附貝1第2条第6項の新設に

ついて

国家公務員法等の一部を改正する法律案附則第2条第2項において

新設された、情報の提供等に関する経過規定に倣い、検察官についても

同様の経過措置を新設するもの。

(2) 改正検察庁法附則第4条の修正について

ア 63歳に達する日の属する年度の前年度において情報の提供等を行う

ことができない検察官への情報の提供等について

改正国家公務員法附則第9条の修正に倣い、改正検察庁法附則第4条

を修正するものであるところ、検察官については、情報の提供等に関す

る事項について、人事院規則ではなく、法務大臣が定める準則に委任す

ることとしており、 63歳に達する日の属する年度の前年度において情

報の提供等を行うことができない検察官への情報の提供等に関し、その

対象となる検察官及び情報の提供等を行う期間についても、法務大臣が

定める同じ準則に委任することとしたもの。

イ提供する情報の対象に関する修正について

（ア） 改正国家公務員法附則第9条の修正

修正された改正国家公務員法附貝|j第9条は、提供する情報の内容に

ついて、 「人事院規貝|｣で定めるところにより、令和元年国家公務員法

等改正法による定年の引上げに伴う当分の間の措置として講じられ

る一般職の職員の給与に関する法律附則第八項から第十六項までの



規定による年齢六十年に達した日後における最初の四月一日以後の
当該職員の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置及び国家公
務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）附則第十九項から
第二十二項までの規定による当該職員が年齢六十年に達した日から
定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場

合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に第八

十一条の六第一項の規定により退職をしたものと仮定した場合にお

ける額と同額とする退職手当に関する特例措置その他の当該職員が

年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関

する措置の内容その他の必要な情報」 と定めることとされた。

(イ） 提供する情報の対象を「年齢63年に達する日以後に適用される

任用、給与及び退職手当に関する措置の内容」 とすることについて

国家公務員で常時勤務に服することを要する者は原貝|｣として国家
公務員退職手当法の対象とされ（同法第2条)、同法は検察官に対し

ても直接適用されるところ、改正される国家公務員退職手当法におい

ては、検事総長を除く検察官が63歳に達した日以後その者の非違に

（

よることなく退職した場合に支払われる退職手当の基本額を調整す

る規定が新設された（同法附則第19項)。

そして、同項については、他の一般職の国家公務員についても情報

提供の対象となるものであるところ（改正国家公務員法附則第9条)、

検察官において取扱いを異にする理由はない。

そこで、検察官が63歳に達した日から適用される改正国家公務員

退職手当法附則第19項についても情報提供の対象とするため、改正

検察庁法附則第4条における情報提供の対象を「年齢63年に達する

日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容」 と

修正する。

(ウ） 「定年」 との文言を用いることについて

改正検察庁法附貝|｣第4条は、改正国家公務員法附則第9条の修正に

倣い修正するものであるところ、同条においては、 「定年」 との文言

が用いられていることから、これに倣い、改正検察庁法附則第4条に

おいても「定年」 との文言を用いる。

なお、検察庁法においては、国家公務員法とは異なり、 「定年」 と

の文言は用いられていないが、 「定年」という用語は一般化しており、

法令用語辞典（第10次改訂版）においては「職員が一定の年齢に達

した場合にそのことだけの理由によって、職員をその地位から退かせ

る制度を定年制といい､その定められた一定の年齢を｢定年」という。｣、



広辞苑（第7版）においては「法規・規則によって退官。退職するき
まりになっている年齢」とされており、法律上の定義規定もないこと
から、 これを検察官の定年について用いることに支障はない。
(工） 「退職」 との文言を用いることについて

改正検察庁法附則第4条においては、 「国家公務員退職手当法（昭
和28年法律第182号)附貝|｣第19項から第22項までの規定によ
る当該検察官が年齢63年に達した日から定年に達する日の前日ま
での間に非違によることなく退職した場合における退職手当の基本
額を当該検察官が当該退職をした日に定年により退職をしたものと
仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置」と
するところ、これらはいずれも国家公務員退職手当法の適用場面であ
ることから「退職」 との文言を用いる。

(3) 国家公務員法等の一部を改正する法律案附則第2条第6項の新設につ
いて

他の一般職の国家公務員については、施行日である令和3年4月1日
から令和4年3月31日までの間に現行定年に達する職員に対しても、

情報の提供及び意思の確認を行うよう努めるものとするため、国家公務
員法等の一部を改正する法律案附則第2条第2項において、経過規定が
新設された。

これに倣い、検察官についても、情報の提供及び意思の確認に関する

経過措置を新設する。

（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）
第三条検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。
第十六条検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、 これを補する。
②副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。
第二十二条検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十
三年に達した時に退官する。

○国家公務員法（昭和22年法律第120号）
（定義）

第三十四条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。

一採用職員以外の者を官職に任命すること （臨時的任用を除く。）をいう。
二昇任職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属
する官職に任命することをいう。
三降任職員をその職員が現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属
する官職に任命することをいう。



四転任職員をその職員が現に任命されている官職以外の官職に任命することで
あって前二号に定めるものに該当しないものをいう。
五標準職務遂行能力職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮す
ることが求められる能力として内閣総理大臣が定めるものをいう。
六幹部職員内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第五十条若しくは国家行
政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官若しくは
同法第二十一条第一項に規定する局長若しくは部長の官職又はこれらの官職に準
ずる官職であって政令で定めるもの（以下「幹部職」 という｡）を占める職員をい
う。

七管理職員国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長若しくは室長の官
職又はこれらの官職に準ずる官職であって政令で定めるもの（以下「管理職」 とい
,O)を占める職員をいう。

②前項第五号の標準的な官職は、係員係長、課長補佐、課長その他の官職とし、職
制上の段階及び職務の種類に応じ、政令で定める。

○国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）
第二条この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員
（国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第八十一条の四第一項又は第八十一
条の五第一項の規定により採用された者及びこれらに準ずる他の法令の規定により採
用された者並びに独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第四項に規
定する行政執行法人（以下「行政執行法人」という｡）の役員を除く。以下「職員」 と
いう｡）が退職した場合に、その者（死亡による退職の場合には、その遺族）に支給す
る。

2 （略）



別紙2検察官俸給法附則第6条の新設について

○検察官俸給法附貝|｣第6条（新設）

I

第六条前条第一項の規定の適用を受ける検察官に対する検察庁法第二

十五条及び国家公務員法第八十九条第一項の規定の適用については、検

察庁法第二十五条中「前三条」とあるのは「前三条又は検察官の俸給等

に関する法律（昭和二十三年法律第七十六号）附則第五条第一項」 と、

同項中「伴う降給」 とあるのは「伴う降給及び検察官の俸給等に関する

怯緯{昭称王年涯律第叶表号' ‘付則篭五条錆一項の規定に棚｜給」 とする。

且前項の規定唾国家公務員法附則第四条の規定により、検察官の職務

責任の特殊性に基づいと 同法の特例を定めたものとする。て

一一一両一一両一一一園一一一一 = == 二 ■一一

(1) 概要

新設されることとなった一般職の職員の給与に関する法律（以下「一般

職給与法」 という。）附則第15項に倣い、当分の間、現行定年を超える検

察官の俸給月額につきi00分の70を乗じて得た額とすることなどを規

定した検察官の俸給等に関する法律（以下「検察官俸給法」 という。）附則

第5条第1項を検察官の身分保障規定（検察庁法第25条）の例外とする

などの読替え規定を設けるもの（第1項)。

また、同規定が国家公務員法の特例である旨の規定を設けるもの（第2

項)。

(2) 趣旨及び内容

ア第1項について

他の一般職の国家公務員については、定年の引上げに伴い、改正一般職

給与法附則第8項を新設し､当分の間、 60歳超職員の給与を7割水準と

する措置（以下「給与7割措置」 という。）が設けられるところ、同規定

については、 「本来的に予定されている範囲を超える不利益な変動として

「分限｣の性質を含むものと整理することが適当と考えられる」とされた。

その結果、同項は、国家公務員の身分保障を定めた国家公務員法第75条

第2項に規定する「降給」 と位置付けられ、改正一般職給与法附則第15

項において､その旨の読替え規定が新設されることとされた。

このように､給与7割措置が｢降給｣と位置付けられた理由については、

給与7割措置は当分の間の措置として60歳超職員の給与を本来望まし



い水準より引き下げるものであるところ､情勢適応の原貝'｣による俸給表改
定や､給与構造改革等による配分見直し等、その他の給与が減額となる措
置とは異なり、情報提供。意思確認の規定を設け（改正国家公務員法附貝'」
第9条)、また、できる限り速やかに給与水準が60歳前後で連続的なも
のとなるよう所要の措置を講ずる旨を定めた規定を設けて(本改正法附則

第15条第2項）職員の不利益を緩和する措置を講じているなど、特例的
性質を有するためとされている。

現行定年後の検察官の俸給月額に関しては､他の一般職の国家公務員に
倣い、改正検察官俸給法附則第5条第1項において、退官前の俸給月額の
7割とする規定を新設するところ、同規定は、改正一般職給与法附則第8

項に倣ったものであって、その趣旨を同じくするものである。また、検察

官についても、他の一般職の国家公務員と同様に、情報提供。意思確認の

規定を新設し､できる限り速やかに給与水準が60歳前後で連続的なもの
となるよう所要の措置を講ずる旨を定めた本改正法附貝1第15条第2項

の適用を受けることとされている。

さらに､検察官の身分保障については、検察権は司法権と密接不可分な

関係にあって､司法権の適正な実現のために検察権が公正妥当に行使され

ることが不可欠の前提となることから､他の一般職の国家公務員より厚い

ものとされているところ（伊藤栄樹著「新版検察庁法逐条解説」 152

頁)、同じ趣旨で新設される同様の給与減額措置について、他の一般職の

国家公務員については身分保障の例外規定を必要とし､検察官については

それを不要とすることは､前記の検察官の身分保障に関する基本的な考え

方と整合しない。

そのため、検察官についても、検察官俸給法の原始附則において、改正

検察官俸給法附則第5条第1項の規定が検察官の身分保障を定めた検察
庁法第25条の例外であることを規定する読替え規定を置く（改正検察官

俸給法附則第6条第1項)。

また､職員の意に反して降給するなど著しく不利益な処分を行おうとす

るときは処分事由説明書を交付しなければならない旨規定する改正国家

公務員法第89条につき､他の一般職の国家公務員に関する給与7割措置

については､任命権者の行為によらず一定の要件を満たしたことにより法

律上当然にその効果が発生したにすぎないものであることから､処分事由

説明書を交付する必要はないこととされた(改正一般職給与法附則第15

項)。

この点、検察官については、改正国家公務員法第89条が直接適用され

るところ､現行定年後の検察官の俸給を減額することを定めた改正検察官



、

俸給法附則第5条第1項についても､任命権者の行為によらず一定の要件
を満たしたことにより法律上当然にその効果が発生するものであるから、
他の一般職の国家公務員と同様に､処分事由説明書を交付する必要はない
ものと考えられる。

そのため、改正一般職給与法附則第15条と同様に、改正国家公務員法
第89条の読替え規定を置く。

イ第2項について

新設する改正検察官俸給法附則第6条第1項は、検察官の職務と責任
の特殊性に基づき他の一般職の国家公務員の特例が定められた検察官の
身分保障に関して設ける特例であるといえる。
そのため、同項は、改正国家公務員法附則第4条にいう、 「職務と責任
の特殊性に基づいて、 この法律の特例を要する場合」であることから、
検察庁法第32条の2 （改正検察庁法第31条） と同様、国家公務員法
の特例であることを明示するための規定を置く。

（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）
第二十五条検察官は、前三条の場合を除いては、その意思に反して、その官を失い、
職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。但し、懲戒処分による場合は、
この限りでない。

第三十二条の二この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十
五条の規定は、国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）附則第十三条の規定に
より、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。

○国家公務員法（昭和22年法律第120号）
第七十五条 （略）

②職員は、人事院規則の定める事由に該当するときは、降給されるものとする。
第八十九条職員に対し、その意に反して、降給し、降任し、休職し、免職し、その他
これに対しいちじるしく不利益な処分を行い、又は懲戒処分を行わうとするときは、
その処分を行う者は、その職員に対し、その処分の際、処分の事由を記載した説明書
を交付しなければならない。
②。③ （略）

附貝|」

第十三条一般職に属する職員に関し、その職務と責任の特殊性に基いて、 この法律の
特例を要する場合においては、別に法律又は人事院規貝ll (人事院の所掌する事項以外
の事項については、政令）を以て、これを規定することができる。但し、その特例は、
この法律第一条の精神に反するものであってはならない。



別紙3 国家公務員の育児休業等に関する法律附則第4項から第7項までの新
設並びに改正検察官俸給法附則第5条第2項の修正及び第3項の新設に
ついて

○国家公務員の育児休業等に関する法律附則第4項から第7項まで（新設）
一 一 二一一一一一～一－－ｰ=

一－一一訂一一

1 （国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正）

第十九条国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を次のように改

正する。

（中略）

を付し、同項に見出しとして「(施行期日）」附則を附則第一項と し、

項を加える。附則に次の見出し、二項、見出し及び三

(中略）

（検察官の俸給等に関する法律附則第五条第一項の規定が適用され

る育児短時間勤務職員等に関する読替え）

4育児短時間勤務職員に対する検察官の俸給等に関する法律(昭和二

十三年法律第七十六号）附則第五条第一項の規定の適用については、

国家公務員の育児休業等に｢）とあるのは、 に、同項中「） とする」

関する法律（平成三年法律第百九号）第十七条の規定により読み替え

られた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律

第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の

勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得

た額とす~る」 とする。

第二十二条の規定による勤務をしている職員が検察官の俸給等に5

関する法律附則第五条第一項の規定の適用を受ける場合における第
｢前条まで」 とあるのは同条中二十二条の規定の適用については、 、

h｢前条まで及び附則第四項」 とする。
二一 一一一-－ －ﾆｭ三一

ー

○検察官俸給法附則第5条第2項（修正）及び第3項（新設）
一二訂一一一一一一

一 P 一一一一一一一
戸一一一一

|謙蕊蝋ﾐ十二条＝心認定に上り嬢亭に任縮…篝{第三ゞ
で定める第一項に規定する準則（次項において単に｜準則」 というJ

者を除く。）には、当分の間、特定日以後、その者の受ける俸給月額の

ほか、その者の年齢が六十三年に達した日にその者が受けていた俸給月

額に百分の七十を乗じて得た額（当該額に、五十円未満の端数を生じた

ときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれ

を百円に切り上げるものとする｡） と特定日にその者の受ける俸給月額

との差額に相当する額を俸給として支給する。

｜
J

I

I
K＝二一 －一
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前項の準則で定める者であって、同項の規定による俸給を支給される3

者との権衡上必要があると認められる者には、当分の間、その者の受け

る俸給月額のほか､v準則で定めるところにより、同項の規定に準じて算

出した額を俸給として支給する。
一ﾆｰﾆｰｰ－－－－－．－－－－－－－－－－－－一

(1)概要

ア国家公務員の育児休業等に関する法律附則第4項及び第5項について

育児短時間勤務職員に給与7害l1措置（改正一般職給与法附則第8項）

が適用される場合の給与の計算方法に関して国家公務員法等の一部を改

正する法律案附則第19条により新設される国家公務員の育児休業等に

関する法律（平成3年法律第109号） （以下「育児休業法｣） という。）

附則第2項、第3項に倣い、育児短時間勤務の承認を得た検察官等に対

して、現行定年後の俸給の減額を定めた改正検察官俸給法附則第5条第

1項が適用される場合の俸給の計算方法に関する規定を設けるもの。

イ検察官俸給法附則第5条第2項及び第3項について

改正検察庁法第22条第2項の規定により次長検事及び検事長が現行

定年後に検事に任命された場合において、次長検事又は検事長であった

ときの俸給月額の7割とする調整規定を定める改正検察官俸給法附則第

5条第2項に関し、仮に当該次長検事及び検事長が育児短時間勤務職員

であった場合の俸給月額の計算方法を準則で定めるため、同項を修正す

るとともに、附則第5条第3項を設けるもの。

(21国家公務員の育児休業等に関する法律附則第4項及び第5項について

育児休業法の適用を受ける「職員」は、原則として国家公務員法第2条

に規定する一般職に属する国家公務員とされ（育児休業法第2条第1項、第

3条第1項)、同法は検察官にも適用される。

他の一般職の国家公務員については、現行定年に達した育児短時間勤務

職員の給与の計算方法に関し、育児休業法附則第2項において定められ、ま

た、育児短時間勤務の承認が失効した場合については同法附則第3項におい

て定められることとされた。

検察官については、他の一般職の国家公務員と同様、育児短時間勤務の

検察官等が現行定年に達した場合には､現行定年後の俸給月額の減額を定め

た改正検察官俸給法附則第5条第1項が適用される場面が生じることから、

その場合の俸給月額の計算方法に関する規定を設ける必要がある。



そこで､他の一般職の国家公務員について規定する改正育児休業法附則第

2項、第3項に倣い、同法附則第4項、第5項を新設する。

(3)改正検察官俸給法附則第5条第2項の修正及び第3項の新設について

ア趣旨．内容

検察官以外の他の一般職の国家公務員で管理監督職上限年齢制が適用

される職員が育児短時間勤務を取得した場合の俸給については､改正一般

職給与法附貝ﾘ第10項の人事院規則に定める職員として育児短時間勤務

を取得した者を定めて同項から除外した上､附貝|j第12項の人事院規則に

おいて､権衡上必要があると認められる職員として定めるとのことである

ため､改正検察庁法第22条第2項の規定により検事に任命された者が育

児短時間勤務をした場合における俸給について､新たな規定を設ける必要

がある。

検察官の身分保障については、検察権は司法権と密接不可分な関係に

あって、司法権の適正な実現のために検察権が公正妥当に行使されるこ

とが不可欠の前提となることから、他の一般職の国家公務員より厚いも

のとされているおり、身分保障に関わる事項で他の国家公務員において

法律で定められているものについては、検察官についても法律で定める

必要がある。

そこで、 これらの者について、改正一般職給与法附則第10項及び第

12項と同様に、改正検察官俸給法附則第5条第2項において、検察官

俸給法第3条第1項に規定する準則で定める者を同項から除外する規定

を設けるとともに、改正検察官俸給法附則第5条3項において、その俸

給に関する規定を新設する。

イ 「検察官俸給法第3条第1項に規定する準則」 とすることについて

改正検察官俸給法附貝1第5条第2項及び第3項に規定する事項は、検

察官の給与に関する事項であることから、人事院規則ではなく、検察官

俸給法第3条第1項に規定する準則に委任することが相当であるため、

同準則に委任することとする。

（参照条文）

○国家公務員法（昭和22年法律第120号）

第二条国家公務員の職は、 これを一般職と特別職とに分つ。

2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。

3～7 （略）

○国家公務員の育児休業等に関する法律（平成3年法律第109号）



（定義）

第二条この法律において「職員」 とは、第二十七条を除き、国家公務員法（昭和二十

二年法律第百二十号）第二条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。

2． 3 （略）

（育児休業の承認）

第三条職員（第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員、臨時的に任用され

た職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を

除く。 ）は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子（民法（明治二十九年法律第八

十九号）第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に

規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事

審判事件が裁判所に係属している場合に限る。 ）であって、当該職員が現に監護する
もの、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十七条第一項第三号の規定

により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児

童その他これらに準ずる者として人事院規則で定める者を含む。以下同じ。 ）を養育
するため、当該子が三歳に達する日 （常時勤務することを要しない職員にあっては、
当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で人
事院規則で定める日 （当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合とし

て人事院規貝ﾘで定める場合に該当するときは、二歳に達する日） ）まで、育児休業を
することができる。ただし、当該子について、既に育児休業（当該子の出生の日から

勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相
当である場合として人事院規貝ﾘで定める場合における休暇について同条の規定により

人事院規則で定める期間を考盧して人事院規則で定める期間内に、職員（当該期間内

に当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院
規則で定める休暇により勤務しなかった職員を除く。 ）が当該子についてした最初の
育児休業を除く。 ）をしたことがあるときは、人事院規則で定める特別の事情がある
場合を除き、 この限りでない。

2 ． 3 （略）

（育児短時間勤務職員についての勤務時間法の特例）

第十七条育児短時間勤務職員についての勤務時間法の規定の適用については、次の表
の上欄に掲げる勤務時間法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄
に掲げる字句とする。

第五条第一項 とする

とする。ただし、国家公務員の育児休業等に関す

る法律（平成三年法律第百九号）第十二条第三項

の規定により同条第一項に規定する育児短時間

勤務（以下「育児短時間勤務」 とし 、
＞

フ ○ ）の承認

を受けた職員（以下「育児短時間勤務職員」 とし
ｰ

フ 0

、

）の一週間当たりの勤務時間は、当該承認を

受けた育児短時間勤務の内容に従い、各省各庁の

長が定める



第六条第一項た

だし書、第六条

第二項ただし

害、第七条第二

項、第十一条及

び第十七条第一

項第一号

再任用短時間勤務

職員
育児短時間勤務職員

第六条第一項た

だし書

これらの日

ことができる

必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従い、

これらの日

ものとする

第六条第二項た

だし書
範囲内で 範囲内で、当該育児短時間勤務の内容に従い、

第六条第三項

次項

できる

以下この条

できる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員

である場合にあっては、単位期間ごとの期間につ

いて、当該育児短時間勤務の内容に従い、勤務時

間を割り振るものとする

第六条第四項 次に掲げる職員 次に掲げる職員（育児短時間勤務職員を除く。 ）

第七条第二項

ところにより、四

週間ごとの期間に

つき八日

八日以上）の週休

日を設け、及び

第五条に規定する

勤務時間

ノ

ところにより、四週間ごとの期間につき八日の洞

休日

四週間ごとの期間につき八日以上で当該育児短

時間勤務の内容に従った週休日）を設け、及び

第五条に規定する勤務時間（当該育児短時間勤務

職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容に従

った勤務時間）



（育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止）

第二十一条職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けない。
（育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間

勤務）

第二十二条任命権者は、第十四条において準用する第六条の規定により育児短時間勤
務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の人事
院規則で定めるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期
間、人事院規則の定めるところにより、当該育児短時間勤務をしていた職員に、引き
続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する官職
を占めたまま勤務をさせることができる。この場合において、第十五条から前条まで
の規定を準用する。

○一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成6年法律第33号）

第五条職員の勤務時間は､休憩時間を除き、一週間当たり三十八時間四十五分とする。
2 （略）

○検察官の俸給等に関する法律（昭和23年法律第76号）

必要

割合で週休日

同条に規定する勤

務時間

必要（育児短時間勤務職員にあっては、当該育児

短時間勤務の内容）

割合で週休日 （育児短時間勤務職員にあっては、

五十二週間を超えない期間につき一週間当たり

一日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に

従った週休日）

同条に規定する勤務時間（当該育児短時間勤務職

員にあっては、当該育児短時間勤務の内容に従っ

た勤務時間）

第十三条第一項 職員

、 公務の運営に著しい支障が生ずると認められる

場合として人事院規則で定める場合に限り、育児

短時間勤務職員

第十三条第二項

公務のため臨時又

は緊急の必要があ

る場合には

職員

公務の運営に著しい支障が生ずると認められる

場合として人事院規則で定める場合に限り

育児短時間勤務職員
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別紙4検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律（平成17年法律

第1 18号）の附則第3条について ．

○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律附則第3条
－－､

｜その受ける俸

！ （経過措置）

第三条一部施行日の前日から引き続き検察官である者で、その受ける俸

， 給月額が同日において受けていた俸給月額(検察官の俸給等に関する法

律等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第五号）の施行の日にお

いて次の各号に掲げる検察官である者にあっては、当該俸給月額に当該

各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じ

たときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「基準額」 と

いう。）に達しないこととなるものには、平成二十六年三月三十一日ま

での問において、その受ける俸給月額が基準額に達するまでの問（検事

総長及び東京高等検察庁検事長にあっては、平成二十二年三月三十一日

までの間)、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給

する。

－検事総長、次長検事、検事長、検察官の俸給等に関する法律別表検

事の項一号から八号までの俸給月額の俸給を受ける検事及び同法附

則第三条に定める俸給月額の俸給又は同表副検事の項一号若しくは

二号の俸給月額の俸給を受ける副検事百分の九十八。九四

二検察官の俸給等に関する法律別表検事の項九号から十九号までの

俸給月額の俸給を受ける検事及び同表副検事の項三号から十四号ま

での俸給月額の俸給を受ける副検事百分の九十九。－

2 一部施行日以降に新たに検察官となった者について、任用の事情等を

考慮して前項の規定による俸給を支給される検察官との権衡上必要が

あると認められるときは、当該検察官には、法務大臣の定めるところに

より、同項の規定に準じて、俸給を支給する。

3 次長検事又は検事長（東京高等検察庁検事長を除く。）で、前二項の

規定による俸給を支給されるものには、検察官の俸給等に関する法律第

一条第一項の規定によりその例によることとされる特別職の職員の給

与に関する法律等の一部を改正する法律（平成十七年法律第百十四号）

附則第五条の規定にかかわらず、平成二十二年三月三十一日までの間、

一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）の適

用を受ける職員の例により、地域手当を支給する。

℃

一



(1) 概要

検察官の俸給等に関する法律（昭和23年法律第76号。以下「検察官

俸給法」 という。 ）の原始附則第9条を附則第3条とするに当たり、同条

項を引用する検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律（平成1

7年法律第118号。以下「平成17年一部改正法」 という。 ）附則第3

条の規定中「第九条」を「附則第三条」に改める。

(2) 平成17年一部改正法附貝|｣第3条の規定を維持する理由

平成17年一部改正法附則第3条は、検察官の平均給与額に関する国家

公務員災害補償法（昭和26年法律第191号。以下「補償法」という。 ）

の適用の特例を定める検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する

法律（平成24年法律第5号。以下「平成24年一部改正法」 という。 ）

附則第2条に引用されており、今後においても、検察官における補償法第

4条第4項に規定する平均給与額（注）を算定する場合に適用する可能性

があり、実効性を喪失していないことから、検察官俸給法原始附則第10

条と同様に、規定を維持する必要性がある。

(注） 「平均給与額」は、国家公務員災害補償法において規定されている補償の額を算定

するための基準となるものであり、実費を補填する療養補償や介護補償を除き、全

ての補償が平均給与額に一定の割合又は日数をかけて補償額を算定することとされ

ている。平均給与額は、原則として、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の

日又は診断によって疾病の発生が確定した日の属する月の前月の末日から過去3月

間にその職員に支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額とさ

れている（同法第4条第1項）が、同項の規定により平均給与額を計算することが

できない場合及び事故発生日から補償を支給すべき事由が生じた日までの問に職員

の給与の改定が行われた場合、同条第1項等の規定によって計算した平均給与額が

公正を欠くと認められる場合においては、人事院規則で定めることとされている（同

法第4条第4項） ところ、検察官が特例期間（平成24年4月1日から同26年3

月31日まで）同法第4条第4項に該当する場合には、平成24年一部改正法附則

第2条がその特例となる。



別紙5検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律（平成24年法

律第5号）附則第1条から第6条について

○検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条から第

6条（第3条及び第4条を削る）

附則

（施行期日）

第一条この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日 （公布の日が月の

初日であるときは、その日）から施行する。ただし、第二釜及J,雌か

ら附則第四条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
（検察官の平均給与額に関する国家公務員災害補償法の適用の特例）

第二条前条ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十六年三月
、／

三十一日までの間においては、国家公務員災害補償法（昭和二十六年法

律第百九十一号）第四条第四項の規定に基づき計算される検察官の平均

給与額は、同項及び同項の人事院規則の規定にかかわらず、当該人事院

規則において検察官に対して現実に支給された給与の額を基礎として

計算することとされている場合を除き、検察官の俸給等に関する法律附

則第四条第一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によること

とされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成二十

四年法律第二号）第九条第二項の規定により給与の支給に当たって減ず

ることとされる額に相当する額を減じた給与の額を基礎として当該人

事院規則の規定の例により計算した額とする。

（端数計算）

第三条前条の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額

を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てるものとする。

（政令へﾘﾉ委任）

第四条前二条に定めるもLﾉ)ひ)ほか、 こ〔/)法律(/)施行に関'一必要な事項

は、政令で定肘'る

－ 一一一

(1) 概要

検察官の俸給等に関する法律（昭和23年法律第76号。以下「検察官

俸給法」 という。 ）の原始附則第10条を附則第4条とするに当たり、同

条項を引用する検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律（平

成24年法律第5号。以下「平成24年一部改正法」 という。 ）附則第2



庫

条の規定中「第十条第一項」を「附則第四条第一項」に改める。
、,′

また、平成24年一部改正法附則第3条ﾉ良ぴ第4条を削り、二ｵ1に伴い、

附則第2条中I (次条及び附則第四条において ｜特例期間j という ） 」

を削'しり 、附則第5条を附則第3条に、同条中「前三条」を「前条」に、附

則第6条を附則第4条に、 ｜司条中I附則第一条から前条まで｜を「前二条」

に、附則第1条ただし書中「附則第六条」を「附則第四条」にそれぞれ改

める。

(2) 平成24年一部改正法附則第2条について

平成24年一部改正法附則第2条は、検察官の平均給与額（注）に関す

る国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号。以下「補償法」 と

いう。 ）の特例を定めており、検察官が特例期間中に公務上の災害を受け

たことにより、同法第4条第4項の規定に基づき検察官の平均給与額を算

定する場合に適用する可能性があり、実効性を喪失していないことから、

規定を維持する必要性がある。

(3) 平成 24年一部改正法附則第3条及 ド第4条について

平成24年一部改正法附則第3条及び第4条の規定は、特例期間に支給

する給与の額から一定額を減額する根拠規定であるところ、既に実効性を

喪失していることから、いずれも削ることが相当である。

(注） 「平均給与額」は、補償法において規定されている補償の額を算定するための基準

となるものであり、実費を補填する療養補償や介護補償を除き、全ての補償が平均

給与額に一定の割合又は日数をかけて補償額を算定することとされている。平均給

与額は、原則として、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によ

って疾病の発生が確定した日の属する月の前月の末日から過去3月間にその職員に
支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額とされている （同法

第4条第1項）が、同項の規定により平均給与額を計算することができない場合及

び事故発生日から補償を支給すべき事由が生じた日までの間に職員の給与の改定が

行われた場合、同条第1項等の規定によって計算した平均給与額が公正を欠く認め

られる場合においては、人事院規則で定めることととされている （同法第4条第4

項） ところ、検察官の特例期間（平成24年4月1日から同26年3月31日まで）

に同法第4条第4項に該当する場合には、平成24年一部改正法附則第2条がその

特例となる。

（参照条文）

○国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九十一号）

（平均給与額）

第四条この法律で「平均給与額」 とは、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の



日又は診断によって疾病の発生が確定した日 （第四項において単に「事故発生日」 と

いう。 ）の属する月の前月の末日から起算して過去三月間（その期間内に採用された
職員については、その採用された日までの問）にその職員に対して支払われた給与の
総額を、その期間の総日数で除して得た金額をいう。ただし、その金額は、次の各号
のいずれかによって計算した金額を下らないものとする。

一給与の全部が、勤務した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制によ
って定められた場合においては、その期間中に支払われた給与の総額をその勤務し

た日数で除して得た金額の百分の六十

二給与の一部が、勤務した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制によ
って定められた場合においては、その部分の給与の総額について前号の方法により

計算した金額と、その他の部分の給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額

との合算額

2前項の給与は、一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）

の適用を受ける職員（同法第二十二条第一項及び第二項の職員を除く。 ）にあっては、

俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調

整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、

単身赴任手当、特殊勤務手当（人事院規則で定めるものを除く。 ） 、特地勤務手当（同
法第十四条の規定による手当を含む。 ） 、超過勤務手当、体日給、夜勤手当、宿日直

手当及び管理職員特別勤務手当とし（ただし、人事院規則で定めるところにより、寒

冷地手当及び国際平和協力手当を加えることができる。 ） 、その他の職員にあっては、

人事院規則で定める給与とする。

3 第一項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する日がある場合において

は、その日数及びその間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控除して計算する。
ただし、控除しないで計算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場

合は、 この限りでない。

－負傷し、又は疾病にかかり療養のために勤務することができなかった日

二産前産後の職員が、出産の予定日の六週間（多胎妊娠の場合にあっては、十四週

間）前から出産後八週間以内において勤務しなかった日

三育児休業の承認を受けて勤務しなかった日、承認を受けて育児短時間勤務をした

日及び育児時間の承認を受けて育児のため一日の勤務時間の一部について勤務しな
かった日

四介護休暇の承認を受けて勤務しなかった日及び介護時間の承認を受けて介護のた
め一日の勤務時間の一部について勤務しなかった日

五国（職員が行政執行法人に在職していた期間にあっては、当該行政執行法人）の

責めに帰すべき事由によって勤務することができなかった日

六職員団体の業務に専ら従事するための許可を受けて勤務しなかった日

4前三項の規定により平均給与額を計算することができない場合及び事故発生日から

補償を支給すべき事由が生じた日 （以下「補償事由発生日」 という。 ）までの問に職
員の給与の改定が行われた場合その他の前三項の規定によって計算した平均給与額が

公正を欠くと認められる場合における平均給与額の計算については、人事院規則で定

める。

5 （略）


